令和７年度城陽市職員定年前早期退職者募集実施要項

１　趣　旨
[bookmark: _GoBack]この要項は、城陽市職員の退職手当に関する条例（平成２年城陽市条例第１１号。以下「条例」という。）第１３条の２第１項の規定に基づき、職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、６０歳から１０年を減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集（以下「早期退職者募集」という。）について、条例及び城陽市職員の退職手当に関する条例施行規則（平成１９年城陽市規則第３８号。）に定めるもののほか、必要な事項を定める。

２　退職すべき期日
早期退職者募集に応募し、応募による退職が予定されている職員である旨の認定を受けた職員の退職すべき期日は、令和８年３月３１日とする。

３　募集人数
早期退職者募集人数は５人とする。

４　募集期間
早期退職者募集期間は５月１９日（月）午前８時３０分から６月３０日（月）午後５時１５分までとする。

５　対象職員
(１)　早期退職者募集の対象となる職員は、令和８年３月３１日において、勤続期間２０年以上かつ年齢が５０歳以上５９歳以下の職員とする。
(２)　上記対象職員には、次に掲げる職員は含まれないものとする。
懲戒処分（故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。）又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者

６　応募又は応募の取下げの手続
(１)　早期退職者募集に応募しようとする職員は、上記４の募集期間内に、応募申請書（別紙様式１）を所属長宛てに提出するものとする。
(２)　応募申請書の提出後、応募を取り下げたい場合には、応募取下げ申請書（別紙様式２）を所属長宛てに提出するものとする。

７　応募の認定の通知の予定時期
　　応募の認定の通知の予定時期は、８月下旬とする。

８　早期退職者募集に関する問い合わせ先
　　企画管理部人事課　担当　長尾
　　電話　０７７４－５６－４０５３（内線３１７）
別紙様式１

早期退職希望者の募集に係る応募申請書


応募年月日　　　　　年　　　月　　　日

　城陽市長　奥田　敏晴　　様
応募申請者　所　　属　　　　　　　　　　　　　
　職　　名　　　　　　　　　　　　　
　職員番号　　　　　　　　　　　　　
　氏　　名　　　　　　　　　　　印　

　私は、城陽市職員の退職手当に関する条例第１３条の２第９項の規定により、この度の早期退職希望者の募集に応募をします。

	１　応募をする早期退職希望者の募集について	

	募集の期間
	令和７年５月１９日から　令和７年６月３０日まで

	退職すべき期日
	令和８年３月３１日




	２　応募申請者について

	級 号 給
	級　　　　号給
	勤続期間
	　　　　　年　　　　　ヶ月

	生年月日
	年　　月　　日
	年　　齢
	　　　　　歳


注意事項
級号給は記載日現在、勤続期間・年齢は令和８年３月３１日現在で記入すること。





-----------------------------------------------------------------------------------------
※申請者配属先所属長等の記入欄
	受理年月日
	　　　　年　　月　　日

	確
認
欄
	部長等
	次長等
	課長等

	
	
	
	



別紙様式２

早期退職希望者の募集に係る応募取下げ申請書


応募取下げ申請年月日　　　　　年　　　月　　　日

　城陽市長　奥田　敏晴　　様
応募取下げ申請者　所　　属　　　　　　　　　　　　　
　職　　名　　　　　　　　　　　　　
　職員番号　　　　　　　　　　　　　
　氏　　名　　　　　　　　　　　印　

　私は、城陽市職員の退職手当に関する条例第１３条の２第９項の規定により、早期退職希望者の募集に係る応募申請を取り下げます。

	１　取下げ申請をする早期退職希望者の募集について

	募集の期間
	令和７年５月１９日から　令和７年６月３０日まで

	退職すべき期日
	令和８年３月３１日




	２　取下げ申請理由について

	









-----------------------------------------------------------------------------------------
※申請者配属先所属長等の記入欄
	受理年月日
	　　　　年　　月　　日

	確
認
欄
	部長等
	次長等
	課長等

	
	
	
	



